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     自然災害や重大事故等で長時間の輸送障害や多数の死傷者が発生す

る等の事態が発生した場合に、社会に及ぼす影響を最小限にとどめるた

めに、緊急事態対策規程を定めています。また、自然災害や第三者の行

為によって、社会的に極めて重大な影響を及ぼす事態の被害を最小限に

とどめるため、防災体制要綱を定めています。 

 

 

 

      

■1 号体制 

事故や災害等の範囲が局地的で、現地と本社の各対策

本部で対応が可能な場合にとる体制。 

■２号体制 

事故や災害等の範囲が大規模で且つその範囲が複数

箇所にわたり、社長が全社的な危機対策本部の設置を指

示した場合にとる体制。 

 

 

 

     神戸線・宝塚線・京都線の沿線各所に設置した、雨

量計や風速計、水位計等からの情報と共に、気象庁か

らのリアルタイムな情報に対応するよう防災体制を定

めています。また、地震に対しては、各線に設置した

地震計の他、緊急地震速報により、地震対象区間を走

行する全列車に対して緊急停止手配を直ちにとるよう

体制を強化しています。 

     さらに、2010 年度からは、気象庁の沿線の山系にお

ける雨量も参考にして、ゲリラ豪雨と呼ばれる局地的

集中豪雨にも対応できるようにシステムを構築しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 緊急事態体制・防災体制 

2.4.1 緊急事態体制 

2.4.2 防災体制 
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